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平成３０年１１⽉月１０⽇日 

 
 

 

平成３０年度近畿修猷会総会議案書 

 

 

第１号議案   事業報告	  
   本年度は新体制のもと各役員の役割分担を⾏行い、イベント等の事業の活性化、会則等組織体

制の整備、寄付⾦金制度等の導⼊入による収⽀支改善、会員データベースの整備と情報コミュニケー

ション改⾰革に取り組みました。	  

   その結果、秋イベント参加者数は過去最⾼高を記録するとともに、年会費納⼊入者が５７名増加

し寄付⾦金が約 12万円増加したことにより⼤大幅な収⽀支改善を達成しました。繰越⾦金が前年⽐比約５

７万円増加し、４８０万円超となり万全な財務基盤を構築しました。	  

   また、会則改定、会員名簿の整備及びコミュニケーションの電⼦子化の導⼊入検討等により組織

運営体制の整備に取り組み、本総会に提案させていただきます。	  

事業等の実施結果概要は以下のとおりです。	  

・イベント等	  

平成３０年度実施した事業は以下のとおり。	  

実施⽇日 イベント 内   容 場所 参加者数 

5/12(⼟土)   春イベント   吉本新喜劇観劇   なんば花⽉月   ６３名  

9/12(⽔水)   秋イベント   ⻑⾧長⾕谷川閑史武⽥田薬品相談役講演会   モントレー⼤大阪   142 名  

9/22(⼟土)   第２０回近畿修猷会ゴルフコンペ   よみうりウエスト   26 名  

１1/10(⼟土)   総会   第４３回近畿修猷会総会   ヴィアーレ⼤大阪   217 名  

 

・会議等 

   事業及び組織改⾰革等推進のために以下の会議を開催した。 

会議体 開   催   ⽇日 

役員会   第１回 1/27(⼟土)、第２回 4/27(⾦金)、第 3 回 11/2(⾦金)  

常任幹事会   第１回 3/24(⼟土)、第２回 9/5(⽔水)  

幹部幹事会   第 1 回 1/17(⽔水)、第 2 回 10/9(⽕火)  
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第２号議案   決算収⽀支の件	  
   本年度は寄付⾦金の募集を⾏行ったことにより、寄付⾦金収⼊入として 325 千円を計上できただけで

はなく、会費納⼊入者が前年の 202 ⼈人から 259 ⼈人(前年⽐比 130％)と⼤大幅に上昇し、収⼊入トータル

は前年の 911千円から 1,143千円（前年⽐比 125％）と 232千円増と⼤大幅に増加しました。	  

   ⽀支出は封筒の在庫切れ等により新聞印刷費⽤用が約 40千円増加、２年に⼀一度の HP管理料⽀支払

（昨年ななし）による約 62千円の増加を他総会出席費⽤用等の経費削減策によりカバーしました。

⽀支出合計は 890千円と前年の 985千円から 95千円近くの改善ですが、秋新聞の発送費 83,835	  

円が未払いとなっています。	  

   その結果、１０⽉月１５⽇日現在の繰越⾦金（預貯⾦金残⾼高）は約 4,817千円となり、前年の 4,247千

円から 570 千円の増加となりました。本年度末には本総会での会費納⼊入などが⾒見込まれ更に約

200千円以上増加し 5,000千円を超えると推測されます。	  

平成２９年度(10 ⽉月 16 ⽇日以降)決算書  

	  

平成３０年度１０⽉月１５⽇日現在の決算書  
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第３号議案   会則改定の件 
１．  ⽬目的  

組織・会議体など意思決定に関する条項を明⽰示するなど会則を整備して、会則に則った組

織の意思決定と会務の遂⾏行を⾏行います。  

２．  概要  

主な改正点は以下の通りです。  

   ■会議体の整備  

   現在は総会のみが組織の意思決定期間となっていますがが、幹事会、常任幹事会を設置し

て会務の迅速な意思決定をはかります。  

l   幹事会を設置する。（第１０条）  

l   常任幹事会を設置する。（第１１条）  

■組織体制	  

      意思決定システム整備に合わせて、組織体制を整備します。  

l   役員に副事務局⻑⾧長を新設する。（第４条）  

l   年度幹事は全員役員から他の年度代表と同様に代表者のみとする。（第４条）  

l   会計監事を監事に変更し、会計のみならず業務監査も合わせて⾏行う。（第４条）  

l   顧問に関する規定を削除する。（第８条）  

  
改定案   現⾏行会則  

第 1条   名称及び⽬目的  

１．本会は「近畿修猷会」（修猷館同窓会近畿⽀支部）と称する。  

２．本会は会員及びその家族相互の親睦をはかることを⽬目的とす

る。  

（名称及び⽬目的）  

第１条   本会は「近畿修猷会」（修猷館同窓

会近畿⽀支部）と称する。  

   ２．本会は会員及びその家族相互の親睦を

はかることを⽬目的とする。  

第 2条   活動  

   本会は前条の⽬目的を達するため以下の各号に定める活動を⾏行う。  

１）  ⺟母校、同窓会本部及び各地域修猷会との交流  

２）  名簿の整備  

３）  会報等の発⾏行  

４）  クラブ活動  

５）  各種会員交流イベント  

６）  その他会員及び家族相互の親睦をはかるための諸活動  

（活動）  

第 2 条   本会は前条の⽬目的を達するため、⺟母

校、同窓会本部及び各⽀支部との交流、名簿の

整理、会報の発⾏行、クラブ活動ならびに各種

催物を⾏行う。  

第 3条   会員  

１．  本会の会員は修猷館同窓⽣生で近畿地区に住所⼜又は勤務地を有

する者とする。  

（会員）  

第３条   本会の会員は、修猷館同窓⽣生で近畿

地区に住所または勤務先を有する者のほか
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２．  前項に関わらず、近畿地区以外の修猷館同窓⽣生においても参

加を希望する者は申請により会員になることができる。  

３．  会員は第１２条に定める会費を納⼊入する。  

本会に参加を希望するものである。  

  

第４条   役員  

   本会に以下の役員を置く。  

   １）   会⻑⾧長            １名  

   ２）   副会⻑⾧長         若⼲干名  

   ３）   幹事⻑⾧長         １名  

   ４）   副幹事⻑⾧長      若⼲干名  

   ５）   事務局⻑⾧長      １名  

   ６）   副事務局⻑⾧長   １名  

   ７）   常任幹事      若⼲干名  

   ８）   学年幹事      各年次１名  

   ９）   監事            ２名  

（役員）  

第４条   本会に次の役員を置く。  

   会⻑⾧長            １名  

   副会⻑⾧長         若⼲干名  

   幹事⻑⾧長         １名  

   事務局⻑⾧長      １名  

   副幹事⻑⾧長      若⼲干名  

   常任幹事      若⼲干名  

   学年代表幹事      各学年１名  

年度幹事      当該卒年会員全員  

   会計監事      ２名  

第 5条   役員の選任  

１．  会⻑⾧長、副会⻑⾧長、幹事⻑⾧長、事務局⻑⾧長、副幹事⻑⾧長、副事務局⻑⾧長、

常任幹事及び監事は総会において選出する。  

２．  学年幹事は各年度の会員が選出した会員を会⻑⾧長が委嘱する。  

  

（役員の選任及び任期）     

第５条   役員の選任及び任期は、次の各号に

よる。  

１．会⻑⾧長、副会⻑⾧長、幹事⻑⾧長、副幹事⻑⾧長、事務

局⻑⾧長、常任幹事及び会計監事は総会におい

て選出し、その任期は、２年とする。但し、

重⼈人を妨げない。  

２．事務局⻑⾧長に事故あるときは、会⻑⾧長の指名

する役員がその職を⾏行う。  

３．年度幹事の任期は、１年とし、卒業後 31

年⽬目に当たる学年の会員全員とする。  

第６条   役員の任務  

      役員は次の各号に定める任務を遂⾏行する。  

   １）会⻑⾧長は本会を代表し会務全般を掌る。  

   ２）副会⻑⾧長は会⻑⾧長を補佐し、会⻑⾧長に事故ある時はその代理を⾏行う。  

   ３）幹事⻑⾧長は会⻑⾧長の意を受け、円滑な会務の運営を掌る。  

   ４）事務局⻑⾧長は⾦金銭の収⽀支、会費の徴収、Webサイトの管理運営、

その他本会事務全般を掌る。  

   ５）副幹事⻑⾧長は幹事⻑⾧長を補佐する。  

   ６）副事務局⻑⾧長は事務局⻑⾧長を補佐する。  

   ７）常任幹事は本会の会務を執⾏行する。  

（役員の職務）  

第６条   役員の職務は、次の各号による。  

１．会⻑⾧長は会を代表して会務全般を掌る。  

２．副会⻑⾧長は会⻑⾧長を補佐して会務を掌り、会

⻑⾧長に事故ある時は、その代理を⾏行う。  

３   幹事⻑⾧長及び事務局⻑⾧長は、⼀一般会務と掌

る。  

４．副幹事⻑⾧長は幹事⻑⾧長を補佐し、常任幹事は、

幹事⻑⾧長及び事務局⻑⾧長を補佐する。  

５．学年幹事は、学年を代表する。  
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   ８）学年幹事は学年を代表し、学年会員をまとめて会務を執⾏行する。  

   ９）監事は本会の会計及び事務執⾏行業務を監査する。              

６．年度幹事は、該当年度の各種活動及び総

会の企画、運営を⾏行う。  

７．会計監事は本会の会計を監査する。  

第７条   役員の任期  

   本会の役員の任期は選出された総会から２年後の総会までとす

る。但し、重任を妨げない。なお、任期途中で役員が変更する場合

においては、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。  

  

第８条   相談役  

１．  本会に相談役を置くことができる。  

２．  相談役は総会の議を経て会⻑⾧長が委嘱する。  

３．  相談役の任期は２年後の総会までの２年間とする。  

（顧問・相談役）  

第7条   本会に顧問及び相談役を置くことが

できる。  

   ２．顧問及び相談役は、総会の承認を得て

会⻑⾧長が委嘱する。  

第９条   総会  

１．  本会の最⾼高意思決定機関として総会を設ける。  

２．  総会は会⻑⾧長が招集し、議⻑⾧長となる。  

３．  定期総会は原則として毎年１１⽉月に開催する。  

４．  総会においては以下の各号を審議する。  

１）  会則の改定  

２）  役員の選任  

３）  決算、予算の承認  

４）  事業運営・会務活動全般に関する報告  

５．  会⻑⾧長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。  

６．  総会の議案は総会出席会員の過半をもって議決する。  

（総会）  

第８条   本会は年１回総会及び懇親会を開

き、必要に応じて臨時総会を開くことができ

る。  

２．  総会の議⻑⾧長は、会⻑⾧長が指名する。  

３．  総会の議決は、すべての出席者の過半

数の賛成によるものとする。  

（総会の審議事項）  

第９条   本会の総会は、次の事項を審議す

る。  

１．  会則の改定  

２．  役員の選任  

３．  事業報告及び決算報告  

４．  その他  

第１０条   幹事会  

１．  幹事会は会⻑⾧長、副会⻑⾧長、幹事⻑⾧長、事務局⻑⾧長、副幹事⻑⾧長、副事

務局⻑⾧長、常任幹事及び学年幹事をもって構成する。  

２．  幹事会は会⻑⾧長が必要に応じてこれを招集し議⻑⾧長となる。  

３．  幹事会は以下の各号を⾏行う。  

１）  事業運営・会務活動に関する審議  

２）  総会議案に関する審議  

３）  事務活動に関する報告  

４）  その他     
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４．  幹事会の議案は幹事定数の過半をもって議決する。  

５．  会員は幹事会に陪席することができる。  

第１１条   常任幹事会  

１．  常任幹事会は会⻑⾧長、副会⻑⾧長、幹事⻑⾧長、事務局⻑⾧長、副幹事⻑⾧長、

副事務局⻑⾧長及び常任幹事をもって構成する。  

２．  常任幹事会は会⻑⾧長が必要に応じてこれを招集し議⻑⾧長となる。  

３．  常任幹事会は以下の各号を⾏行う。  

１）  事業運営・会務活動に関する協議  

２）  幹事会議案に関する協議  

３）  事務活動に関する報告  

４）  その他  

４．  常任幹事会の議案は常任幹事定数の過半をもって議決する。  

５．  会員は常任幹事会に陪席することができる。  

  

第１２条   会費  

本会の年会費は 3,000 円とする。  

（経費）  

第１０条   本会の経費は、年会費（⼀一⼝口３，

０００円以上）及び有志の寄付をもってこれ

に充てる。  

第１３条   会計  

１．本会の会計年度は毎年１⽉月１⽇日より１２⽉月３１⽇日とする。  

２．本会の経費は会費、寄付⾦金及び資⾦金運⽤用収⼊入をもって充てる。  

（会計年度）  

第１１条   本会の会計年度は毎年１⽉月１⽇日

より１２⽉月３１⽇日の１年間とする。  

第１４条   会則の改廃  

   本会則の改廃は幹事会の議を経て総会で議決する。  

  

附則  

   本改定会則は平成３０年１１⽉月１０⽇日より施⾏行する。  

  

 

  



   7  

第４号議案   次年度事業運営⽅方針及び収⽀支予算の件 
   事業運営においては繰越⾦金が５百万円を超えるなど財務基盤が安定したことにより、以下の

三つの⽅方針により諸施策を実施して更なる本会の活性化を図ります。	  

事業運営⽅方針と施策 

■⽅方針１：収⽀支改善を今後も継続するとともに、今後は繰越⾦金については５百万円を基準として

毎年の剰余⾦金を会員に還元し、もって本会の活性化を促進します。 

具体的施策：	  

①   春イベント及び秋イベントに対し各１０万円を助成する。	  

②   クラブ活動に対し、各クラブ年間１万円を助成する。	  

（但し、年間延べ２０⼈人以上が活動に参加し活動報告書を提出することを要件とする。）	  

③   会員管理ステムを導⼊入する。（⽅方針３参照）	  

■⽅方針２：⽂文化的イベントを恒例化します。	  

具体的施策：	  

①   春イベントは従来通り⽇日帰りツアー企画とし、秋イベントは今年度実施した⽂文化的イベ

ント＋ゴルフコンペとする。	  

②   総会においてもイベントとしてミニ講演会を実施する。	  

■⽅方針３：これまでの年に 2 回の新聞発⾏行に加えて、電⼦子情報による会員コミュニケーション

を促進します。	  

   具体的施策：	  

①   今年度末にクラウドによる以下記載の会員情報管理システムを導⼊入し、会員との迅速な情

報伝達とコミュニケーションを促進する。（投資 3.5万円、運⽤用コスト⽉月額１万円）	  

・⼀一⻫斉メールシステム	  

・イベント登録システム	  

・会費納⼊入システム（現在の郵貯⼝口座振込に加えてクレジット、コンビニ、ATMなど利⽤用可）	  

・会員情報管理システム	  

②   年２回の新聞発⾏行を補完するため、⼀一⻫斉メールシステムにより定期的に本会事業等に関す

るニュースを配信する。	  

 

２０１９年度予算（案） 

   上記運営⽅方針及び施策に実施を前提として、下記予算（案）をご提案します。	  

上記施策に４０万円以上投資しても、年度末の繰越⾦金は 5百万円を⼤大きく超えて財政基盤は磐⽯石となっ

ています。	  
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